
令和 7年 10月 1日 

区内居宅介護支援事業所 各位 

中野区介護サービス事業所連絡会 

介護支援専門員部会 

中野区主任ケアマネジャー連絡会 

会長 宮原 和道 

 

研修のご案内 

時下、ますますご清祥のことと存じます。皆様には日頃より介護支援専門員部会の運営に

ご協力頂きまして有難うございます。 

 研修のご案内で中野区介護サービス事業所連絡会のホームページと合わせてお知らせ致

します。下記日程の研修ですが急ではありますが、お知らせ申し上げます。 

 

1 日  時  令和 7年 10月 16日（木）  午後３時３０分～5時 

 

2 会  場  ZOOMによる オンライン研修 

 

3 テ ー マ   「BCP 今後の具体的な取り組み・災害時のケアマネジャーの役割」 

             ～中野区防災計画を学び 災害時のケアマネジメントを考える～ 

 

 ＊参加申し込みは 10日（金）まで申し受けますので各エリアの担当までメールにてお申し

込みください。 

申し込み人数多数の場合 ZOOM ID パスコード お知らせできない場合がありますので

ご了承ください。 

 

サービス事業所連絡会のホームページへの資料のアップは今週末になる予定です。 

また、資料の一部である「中野区民防災ハンドブック」が各地域包括支援センターに届いてい

ますので、恐れ入りますが、各自取りに行っていただけますようお願いいたします。 

 

 

鷺宮エリア担当 hukushi023@nfsj.jp    前島 慎也 

北部エリア担当 nakanokita_houkatsu@frontier-sw.or.jp  西尾 紀明 

中部エリア担当 nakano-houkatsu@foryou.or.jp  生沼 順子 

南部エリア担当 masuoka@co-cocare.com  益岡 伸江 

 

 



あらたな被害想定と備えについて

中野区主任介護支援専門員連絡会

南部エリア主任ケアマネ研修会 資料

中野区 防災危機管理課

令和７年１０月１６日（木）

目で見る防災訓練



中野区の備え
地域防災計画から・・・

災害対策
基本法

防災基本計画

※地域の実情に即した防災計画

東京都地域防災計画

中野区地域防災計画

区・区民・事業者・関係機関等との連携や責務
災害応急対策の職員態勢、防災啓発の推進
避難所の配備、復旧・復興 など



中野区の災害対策態勢（イメージ）

災対総務部
指揮班

災対保健福祉部
指揮班

災対教育部
指揮班

各班

災対指令部

各班

中野区長を災害対策本部長とした災害対策態勢

災対建設部
指揮班

各班

各班

各班

各班

各班

各班

各班

各班

災対地域部
指揮班

区内震度６弱以上の地震が発生した場合、全職員が災害対応に従事します。

災害対策本部





中野区は、東京都が行った降水シミュレーション結果を基に、風水害対策に取り組んでいます。

【想定値】
想定し得る最大規模の降雨
総降雨量６９０ｍｍ（２４時間）
想定最大規模降雨 １時間１５３ｍｍ

風水害対策について



平成17年9月4日出水状況

橋梁を乗り

越える濁流

上高田5－11 9月4日23時43分撮影



妙正寺川
（北原橋上流）

平成17年9月5日 8時11分撮影

右岸側

護岸の欠壊

この水害を受け、東京都は河川の緊急整備事業を
実施しました。

川幅を広げられる場所は川幅を広げ、川幅を広げ
られない場所は、川底を掘り下げました。

この緊急整備により、１時間最大雨量50㎜程度ま
では、溢水危険が低減しました。



震 災 対 策



内閣府「首都直下地震シミュレーション」

地震の被害など

【参考情報】

内閣府 首都直下地震編（動画）13分18秒
https://wwwc.cao.go.jp/lib_012/syuto_all.html

「内閣府 首都直下地震」検索ください。

首都直下地震をイメージいただくためにご活用ください。



東京都直下地震の想定（中野区被害抜粋）
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消火活動、救助活動、安否確認

11

自身や家族の安否確認

自宅の安全確認（火事・倒壊）

避難行動・避難支援

近隣の安否・被害確認（火事・倒壊）

地震発生後の行動
（イメージ）

時
間
の
流
れ

広域避難場所

火災危険なし

命を守る行動

地震発生

自宅へとどまる
（在宅避難）

※家屋の倒壊危険がない場合

火災拡大

「自分の命は自分で守る」行動

「自分たちのまちは自分たちで守る」
助けあい行動

（自助）地域で減災行動

（共助）地域で減災行動

避難所



道具もなく素手で救助活動をする人たち

ガレキに埋もれたおよそ ３万５千人のうち、７７％の人たちが
隣近所の力で救出された・・・



13

避難所の光景（阪神淡路大震災）



14

避難所の光景（東日本大震災）



在宅避難？ or 避難所？

【判断の目安】
1. 自宅の被害を確認

2. 火災の危険を確認

※繰り返し確認すること。

◆在宅避難の場合、電気・ガス・水道等のライ
フラインの障害がある場合は、必要な物資や情
報は近くの避難所で受け取ることができます。

◆在宅避難の場合でも、避難所運営のお手伝い
をお願いします。

◆自宅から避難する場合には、通電火災を防ぐ
ため、ブレーカーを落として避難しましょう。

中野区民防災ハンドブック（抜粋）P47



広域避難場所と避難所

○区内外13箇所。

火災の延焼から命を

守ることを目的とする。

○町丁別に東京都が

指定。

○１人１㎡以上のスペー

スを確保

※延焼火災が起きなければ、

広域避難場所に

避難する必要はない。



中野区の避難所
★区内４７箇所の小・中学校等を指定。

地域における救援・救護活動の拠点となる。

★役割としては、

①地域の火災からの避難スペース

②被災者の収容施設（３．３㎡に２人）一人につき畳約１枚分

③近隣への給水、救援物資配布等の拠点

★開設期間は７日間（必要に応じて延伸）

★地域防災会ごとに割当を行なっている。

★ペットの同行・同伴避難はOKとしているが、避難所室内には同行不可。

また、ペット用の食料等は備蓄していない。管理は飼い主が行うこととしている。



中野区の避難所（二次避難所）

小学校などの避難所では、生活に支障をきたす避難者を把握した後に、
二次避難所へ対象者を移送することとなる。

１ 高齢者対象施設（１９か所）

民営の特別養護老人ホームや区有施設を活用

２ 障害者対象施設（９か所）

民営の障害者支援施設や都立中野特別支援学校、区有施設を活用

３ 乳幼児対象施設（22か所）

民営保育園及び区立保育園、児童館等を活用

区立保育園10か所に、「液体ミルク（780本）」を配備

４ 妊産婦等対象施設（8か所）

助産院等

５ 病弱者対象施設（1か所）

区立産業振興センターを活用



私たちの現在はココです。

地震は怖いけど、備えるといっても今ひとつ現実感がない・・・

熱っぽいときは？

◆早く寝る

◆薬を飲む

◆病院に行く

風邪には備えられる。

風邪に例えたらどうでしょう？

なぜ？
風邪はこの先どうなるか、

ある程度想像できるから？！



職場（家庭）の災害対応を考える

大地震の発生時間ごとに、安全な面、不安な面を考えて

みましょう。

（例）

• 自分（家族）は無事ですか？

• 社員（職員）は無事ですか？

• 誰が指揮をとりますか？

• 皆の役割は決まっていますか？



備えるグループワーク

目的：多様な意見の共有

課題：地震（区内震度6強）

約束：他人の意見を否定しないこと。

すすめ方
状況ごとに、思いついたことを付せんに書
いて、模造紙に貼り付けてください。

思わぬアイデアが、見つかるかもしれません。

安心な面不安な面

近所の
確認

公園が
近い

〇〇時〇〇分○○発生

行動（何をする） 必要なもの

建物が
新しい

飲み水

（例）

崖が近い
住宅密
集地で
ある



ご清聴ありがとう

ございました。

お疲れさまでした。



主任ケアマネ研究発表（南部）

・中野区政のＢＣＰ

・防災と防災資材・避難場所の立ち上げについて

・医療・救護所について



１グループ メンバー（順不同）

廣野 紗矢香（ケアプロ在宅支援センター東京）

識名 美佐子（あおぞら在宅介護支援サービス）

日下 浩二（中野共立病院居宅介護支援事業所）

市川 綾子（中野在宅ケアセンター）

鈴木 希衣子（東中野居宅介護支援事業所）

海老原 薫（ファインケアステーション中野）

後藤 みゆ紀（東中野地域包括支援センター）

藤原 正徳（新渡戸記念中野総合病院居宅介護支援事業所）

大澤 恭子（ケアプロ在宅支援センター東京）

土屋 孝実（本町地域包括支援センター）

羽場 久美子（本町地域包括支援センター）

星野 智光（こ・こけあ中野）

金子 信一（中野在宅ケアセンター）



第１節 業務継続計画（BCP）の役割

中野区政のBCP

・大規模災害等が発生した場合；優先的に実施す

べき業務（非常時優先業務）を特定し災害があっ

ても適切な業務執行を行うことが目的です



第２節 中野区政のBCP

1．目標

①区民の生命、生活及び財産を守る

②区民生活に密着する行政サービスの提供価値を維持する

2．計画の位置づけ

・既存の防災計画やマニュアルの補完、強化

・危機や被害想定のもとでの業務継続を確保



通常業務

業務継続優先度が高いもの

大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（令和5年5月より抜粋）

＋

地域防災計画による
災害応急対策業務

非
常
時
優
先
業
務

応
急
業
務

＝

地域防災計画による
災害復旧・復興業務

発災後の他の
新規発生業務

早期実施の優先度が高いもの

非常時優先業務（概念図）



第２節 中野区政のBCP

3．定義
①応急対策業務

・災害発生時の緊急対応活動全般

②応急業務

・災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い災害復旧・復興業務等

③非常時優先業務

・危機事象発生時にあっても優先、継続して実施する業務



4．業務継続の基本方針

・非常時優先業務を最優先に実施

・資源確保、配分は全庁を横断的に調整

・通常業務は被害状況に応じて休止、抑制

第２節 中野区政のBCP



5．計画の概要

・被害想定；震度分布、ライフラインの被害と復旧、被害状況想定等

・対象の非常時優先業務の選定

・執行体制の整備；初動体制、参集可能人数、職員交代、応援

・執行環境の整備；安全性の確保、ライフラインの現状、通信手段の確保等

・研修・訓練等

6．計画の見直し

・訓練や計画の検証作業から課題抽出、改善



第3節 事業所による業務継続計画の策定

1. 各事業所のBCP策定等

・被害の最小化、行動のルール策定、自然災害リスクの把握

2. 災害時の対応組織の整備

・従業員の安全確保、夜間、休日の対応

3. 事業所の安全点検

・従業員の身の安全、建物の耐震、改修、事務機器の落下防止

4. 非常用品の備蓄、防災資機材の準備

・飲料水や食料の準備、保管場所の選定

5. その他

・緊急地震速報受信装置の活用



医療救護所について

▼目的
傷病者のトリアージ
医療救護所で処置が可能な 軽症者の治療
中等症・重症者の初期治療

▼場所
医療救護所を設置する避難所を
地域本部ごとに1か所 に設置



緊急医療救護所について

▼目的

病院前トリアージ、軽症者の治療
傷病者のトリアージ（重症・緊急 度判定）、
応急処置を行うこと で、
災害拠点病院等の重症者の 受入機能を確保

▼場所

災害拠点病院に隣接する場所
（病院敷地内等）に設置



災害拠点病院





災害拠点連携病院

▼目的
主に中等症者や容態 の安定した
重症者の収容・治療



災害拠点連携病院

▼場所



災害医療支援病院

▼目的
主に容態の安定した重症者・ 中等症者、
慢性疾患で被災により
悪化した患者等の収容・ 治療

▼場所
主に専門医療、慢性疾患への対応、
区市町村地域防災計画に定める医療救護活動を行う病院
（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院）



災害時のケアマネジャーの役割・実際の動き

第2グループ メンバー

池成利江/岡田由加子/大出珠江/佐藤千草

佐野京子/諏訪美香/長久子/中山千都子

濵田小百合/福本晶



発表内容

〇ケアマネジャーの災害時の判断・準備しておくこと
・自分自身・自分の身の危険

・利用者の安否確認

・利用者の救助

・ライフラインの停止・避難所、地域での活動

〇ケアマネジャーの災害に備えた事前の取り組み
・ｹｱﾌﾟﾗﾝ等への災害避難情報の記載

・サービス担当者会議での話し合い

・災害時連絡票の作成



<災害時の判断・動きと準備して置くこと>
東日本大震災の年に宮城県のケアマネジャー協会が実施した「ケア
マネジャーの活動に関する調査結果」から学び、そこから導き出され
る「対応と備え」のポイントを考えます。

～自分自身～
自分の命を守りながら、ケアマネ業務を遂行するにはどうしたらよい
かを考えます。
～自分の身の危険～
宮城県のケアマネジャー達が津波の際にどこにいたのか（3月11日15
時26分）事務所で勤務中46.2%、訪問中24.0%、その他勤務16.3%、休
日13.5%でしたが、宮城県では11名のケアマネジャーが命を落として
います。自分の身にも危険が迫るという事を肝に銘じ災害時の判断
動きを考える必要があります。



⇓

①判断・動き方
〇何よりも自分自身の命を守る。

②準備しておくこと
〇ハザードマップ等で危険な場所を把握しておく。
〇避難経路と避難場所を知っておく。
〇職員間の連絡方法と参集場所を取り決めておく。



利用者の安否確認

安否確認とは対象者が現地で無事でいるかどうかを確認するために行われること。
災害時には、従業員やその家族、利用者やその家族が災害の被害にあっているか否か、その程度
を把握し、迅速な対応などを行うこと

事業所周辺のライフ
ラインの状況把握

従業員、従業員の家
族の安否確認

事業所へ集合できる
か否かの把握

安否確認が必要な人
の抽出と優先順位の
確認

安否確認時の被害の状況により、医師の診察、
または入院等の必要性を把握
同時にサービスの導入の必要性の有無なども
判断していく

どこの場所で災害にあうかはわからない。
まずは自分自身の周辺を確認
外出時、事業所に戻れるのか？などを把握
する

まずは従業員の安否確認
自身では自分の家族の安否確認を行う

各従業員の安否の確認ができた段階で、
事業所にこれる人の把握、
事業所としての今後の行動対策について
検討

BCPマニュアルにある
「災害時安否確認台帳」にて安否確認が必
要な人の抽出と優先順位、誰がどこに行く
のかなどを検討
その際、従業員同士の連絡方法なども決め
る
安否確認先で事故に巻き込まれることも
想定し慎重に行動を行う

病院の状況を把握し、また各サービス事業所の状況等も随時把握する必要があり、
連携が必要

★災害の被害が大きいほど、安否確認を行うことの阻害要因
（道路が寸断されているなど）が増し、安否確認開始ができな
い事態も予想される。



≪利用者の救助≫
災害発生時、利用者の救助や安全な場所へ避難誘導介助するなど、生活を把握している
ケアマネジャーが活動する事を想定。

◎起こりうる困難
・情報の遮断（電話・インターネットなどの連絡手段）
・アプローチルートの遮断（交通・道路などの移動手段）
・自身の安全との比較
・避難場所の選択

◎準備しておくこと・取組み
・救出の必要度が高い利用者をリストアップ・印刷しておく
誰が救出に行くかを事前に取り決める
・利用者の生命に及ぼす恐れがある危機を具体的に整理する
・警察・消防・行政機関の平時の顔の見える関係づくり
・過去の災害を振り返る報道や本などから対応判断を学ぶ



≪ライフラインの停止・避難所・地域での活動≫

・何がｹｱﾏﾈ業務やｻｰﾋﾞｽ供給へ支障・影響を及ぼ
すか？
・要介護者にとって必要なものは何か？

⇒水道・電気・ガス・情報通信・物流が滞る
⇒食料や水、薬、介護・衛生用品、医療機器、通院手段

・物資の調達、家族介護力の低下やサービスの不足、
生活環境の変化などから相談ﾆｰｽﾞの増加も考えら
れる。



ｹｱﾌﾟﾗﾝ等への災害避難情報の記載
（神戸市の取組み）

災害時において支援を必要とする方は、日頃から家族や支援
者等と災害に備えた話し合いを行うことが重要。

ケアマネジャーや相談支援員が、利用者と普段から話し合い、
サービス担当者会議等を利用して避難情報等ｹｱﾌﾟﾗﾝに記載す
る。

◆災害時の緊急連絡先（日頃の緊急連絡先と同じかどうか、近
隣での連絡先の有無）避難所、避難ルート等の確認。

◆避難の際必ず持参するもの（薬・保険証・眼鏡・補聴器等）
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3グループ【連携】

メンバー

岩田麻里子/上野扶美枝/奥田尚子/

齊藤真知子/千葉亜紀子/築田晴/

廣末美千代/布川文子/松村久美子/丸佳子

皆川 明美/宮脇栄男/山家容子
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①行政・地域との連携

個別避難計画と
災害時要支援者名簿について



災害時個別避難計画について

●趣旨

災害対策基本法をもとに、中野区では平成27年より作成開始。

中野区内、16,578名の方が作成（令和6年3月31日時点）

災害時に一人では避難が難しい方の安否確認・避難支援を円滑に行うため。

介護や障害の状況、避難時に必要な医療器具等を、支援してくれる人と共有し備える。

●対象

・要支援、要介護認定者

・身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、愛の手帳

・障害者相談支援法の障害支援区分１～６

・70歳以上の単身の方、75歳以上のみ世帯の方

・上記に相当する方、および避難に特段の配慮が必要と区長が必要と認めた方（妊婦など）

●更新の頻度は？

●内容の変更があったときは？





災害時避難行動要支援者名簿

発災時に、区職員が地域避難所に届けることになっている。

その様子を写真でどうぞ（配布×）

避難所ごとのファイルが区民活動センター（15か所）に保管

計画
名簿



地域避難所について

中野区には１５地域

（ 南中野 、弥生、東部、鍋横、桃園、昭和、東中野、上高田、

荒井、江古他、沼袋、野方、大和、鷺宮、上鷺宮）

例）南中野地域には１５防災会（町会１３+自治会２）

６か所の地域避難所（防災会ごとに避難所が決まっている）

発災時には、地域ごとの区民活動センターが地域本部となり連絡調整

災害本部

避難所

地域本部

避難所 避難所

中野区

区民活動センター

（15か所）

開設の判断は区に仰いで決定。避難所の鍵は町会で管理。

毎年、避難所開設マニュアル」に沿って「避難所開設訓練」を開催。

地域避難所（54か所）

ある避難所の開設訓練におじゃましました！

（配布資料なし、投影のみ）



投影のみ



投影のみ



投影のみ



投影のみ



投影のみ



投影のみ



投影のみ



②福祉施設との連携

福祉避難所の現状と課題



中野区地域防災計画より抜粋

二次避難所（福祉避難所）の運営
・施設職員、区職員、ボランティア及び介護をする親族により行う。区は、施設管理者と協議し、
避難所ごとに個別の避難所運営マニュアルの作成を行い、避難所開設にかかる訓練を実施する。
・災害が発生した場合、要配慮者が相談を受ける体制を整備し、主として要配慮者を滞在させる
ために必要な居室を確保するよう努める。
・新型コロナウイルス感染症対策として、感染予防の徹底、三密の回避等、感染対策に万全を期
した避難所運営が求められており、避難スペースやソーシャルディスタンスの確保、手指消毒や
マスクの着用、検温・問診によるスクリーニングの感染対策に万全を期すよう努める。

要配慮者への対応
早急に移動を要する場合は、振分けの時期を待たずに、二次避難所へ誘導する。振り分けは、原
則として、区長の指示で行う。ただし、災害対策本部の指示を待てない場合は、地域本部の判断
で、振分け方針を定め、避難者の振分けを実施する。誘導は、振分け元の避難所が主体となり、
振分け先へ引き継ぐ。

食料
高齢者におかゆ、アルファ化米を２日分供給する。また、食物アレルギー患者に配慮した食料も
供給する。



福祉避難所（※高齢者対象施設20、うち特養12、有料4、通所系３、小規模多機能1）
①かみさぎ特別養護老人ホーム
②特別養護老人ホームしらさぎホーム
③特別養護老人ホーム小淀ホーム
④中野友愛ホーム
⑤ベタニアホーム
⑥浄風園
⑦特別養護老人ホームやよいほうむ
⑧特別養護老人ホームおたきほうむ
⑨弥生の園
⑩松が丘シニアプラザ
⑪産業振興センター
⑫東京総合保健福祉センター江古田の森
⑬ハピネスホーム・ひなぎくの丘
⑭介護付有料老人ホームニチイホーム中野南台
⑮介護付有料老人ホームニチイホーム野方
⑯介護付有料老人ホームニチイホーム江古田の杜
⑰介護付有料老人ホームニチイホーム鷺ノ宮
⑱東京令和館中野
⑲倶楽部千代田會館
⑳特別養護老人ホーム中野すみれ園・介護老人保健施設中野すみれ苑※令和7年11月頃～



中野区の福祉避難所の受け入れ数と備蓄

特養中野すみれ園・老健中野すみれ苑

・受け入れ：100名。・備蓄：5日分。（自施設で用意、区の支給はこれから）

特養弥生ホーム

・受け入れ：3家族。・備蓄：粥、ライスクッキー、おむつ、水、エアマット、毛布、簡易テント。（区支給）

特養おたきほうむ

・受け入れ：6家族。・備蓄：3日分。野菜ジュース、缶詰、アルファ化米、粥、水、ふりかけ、エアマット、簡易テント、
毛布。（区支給）

特養小淀ホーム

・備蓄：3日分。毛布、簡易照明、使い捨て手袋、ポリ袋、簡易トイレ、おむつ、ダンボールベッド一台、ライスクッキー、
水。（区支給）

特養ハピネスホーム・ひなぎくの丘

・受け入れ：6家族。・備蓄：3日分。

介護付有料老人ホームニチイホーム中野南台

・受け入れ：入所者が満床の場合機能しない。・備蓄：入所者用に10日分。

特養東京令和館中野

・受け入れ：人数未定。・備蓄：未整備。

通所系 弥生の園

・受け入れ：人数未定。・備蓄：未整備。

小規模多機能 倶楽部千代田會館

・受け入れ：人数未定。



中野区の福祉避難所について

・自施設で、避難所運営マニュアルを作成。

・感染対策として、簡易テントやパーテーションを利用。

・自施設で、消火訓練・避難訓練・避難所開設訓練を行う。

・避難者は入居者が使用しないスペースを利用。

寝具は余分の特殊寝台、災害用エアマット、ダンボールベッドを利用。

・避難者の介護は、付添い家族を想定。

外部の派遣がないと受け入れが難しい場合あり。

・区や避難所間の連絡は、電話やメール。衛星電話、防災無線の受信機は

施設による。

・町会と災害時の協定（災害が発生した時に連携する）を結んでいる施設、

近隣の介護事業所と合同訓練に取り組んでいる施設あり。



福祉避難所の課題

・机上訓練やシミュレーション訓練を行うが、災害が起きた際、どこまで対応できるか不安。

・関係機関との連携がなく、自施設だけで事前の準備が難しい。

・研修やシミュレーションが不十分。職員への教育をどう進めるか。

・避難者を受け入れても、介護者が足りず、断らざるを得ない場合、どう対応したらよいか。

・福祉避難所に指定されているが、取り決めが不十分。受け入れ人数が決まっていない。備蓄が不十分。

スペースを確保できるか。移動手段をどうするか。

福祉避難所から区へ要望

・避難所開設訓練、研修を実施してほしい。

・マニュアル作成の指導をしてほしい。

・人材派遣を早急に行ってほしい。

・防災資材を補充してほしい。

福祉避難所からケアマネへ要望

・ケアマネと合同で研修に参加したい。

・避難所を開設した時に、ケアマネに支援者として手伝ってほしい。

・災害時に協力できるよう、福祉避難所と居宅が協定を結んでほしい。

・避難者の情報提供。情報シートを作成し、利用者に渡し、避難所に持参してほしい。



中野区防災危機管理課へ質問と回答

1 福祉避難所の受け入れ数を公表しているか。

公表していない。現時点では施設ごとの受け入れ数は決定していない。各施設と協議中。

2 避難者と家族介護者1名の受け入れを想定しているが、家族介護者がいない場合の人材確保につ
いて。

家族介護者がいない場合は、区、消防、警察、社会福祉協議会、地域防災会、町会・自治会、民
生委員、介護サービス事業者、福祉団体が協力して、支援を行う。

3 区が福祉避難所に支給する備蓄について。

原則、福祉避難所に収容する際に、一次避難所や備蓄倉庫の物資を持っていくが、高齢者施設は、
3日分を備蓄。（飲料水、おかゆ、ライスクッキー、おむつ、便袋、手袋）。障害者施設は来年度備
蓄を予定。

4 一般避難所から福祉避難所の移送手段について。

庁有車や協定団体から提供されるタクシーの車両をはじめ、場合によっては、車椅子や担架、徒
歩による場合もあると想定。

5 福祉避難所開設の研修、訓練について。

開設訓練をコロナ前は、高齢者施設、障害者施設、それぞれ年間1か所ずつ実施していたが、現在
は実施していない。今後必要に応じて実施する。開設の研修は、要望があれば実施したい。



中野区防災危機管理課の質問と回答

6 一般避難所から福祉避難所のスクリーニング、判断基準について。

地域防災計画で一定の基準を定めているが、詳細な基準とはなっていない。スクリーニングの
具体的な判断基準について、現在検討中。

7  福祉避難所へ直接避難が可能か。

現時点では直接避難はできない。一次避難所に避難し、必要があれば福祉避難所へ収容する運
用。ただし、在宅避難中に一次避難所への避難が困難な場合は、要請に応じ、直接福祉避難所に
移送を行う予定。

８ 在宅酸素療法、人工呼吸器患者の受け入れについて。

受け入れに必要な設備を有する病院や福祉避難所となる。

9  避難者が多く、指定福祉避難所では、受け入れられない場合の対応について。

他の福祉施設を臨時の福祉避難所として指定し、対応を図る。それでも区内で対応できない場
合は、東京都または他市区町村と調整し、広域避難を実施する。

10  固定電話やスマホがつながらない場合の連絡手段について。

防災上重要となる拠点（区役所や区民活動センター）やすべての一次避難所に無線を配備して
おり、無線で連絡を行う。福祉避難所に現状無線を配備していないが、福祉避難所の開設にあた
り、区職員を派遣する為、職員の携帯する無線を使用し連絡を行う。



③地域の連携～町会の取り組み等

・南部・・栄町町会2丁目通り町会

・中部・・・宮桃町会・桜山町会・上高田高層団地町会

・北部・・・鷺宮都営住宅自治会

互助・共助の大切さ

＊取り組み活動をインタビューしました



町会・自治会とは？

町会・自治会は、それぞれの地域に
住んでいる人々によってつくられた
地緑に基づく住民自治組織です。

回覧・板掲示板になどによる住民相互の連絡をはじめ、地域の支えあい

の推進、防災・防犯活動、古紙等の集団回収、おまつりなどの地域の親

睦行事、青少年の健全育成、交通安全活動、緑化活動など、日々住みよ

いまちづくりに取り組んでいます。



中野区の町会・自治会

中野区町会連合会は、
中野区の15の『地
域』、104の『町会・
自治会』が集まってで
きている組織で、中野
区全域での見守り・支
えあい活動の増進に向
けて、積極的に地域の
仲間作りに取り組んで
います。

南エリアの例です ↓ 町会や民生委員等のMAPと表示を工
夫されています。





️中野区の町会による防災への取り組み

1. 自主防災組織「防災会」の結成と活動
•区内には113の防災会があり、町会・自治会を基盤に構成。
•会員は区民全員が対象で、年齢・性別・国籍を問わず参加可能。
•活動内容/                                                                                                                            
平常時：防災訓練、防災資機材の点検、避難マップ作成、普及啓発活動
災害時：救出・救護、初期消火、避難所の開設・運営、要援護者の支援
2. 防災活動拠点と資機材の整備

•地域の公園や広場が防災活動拠点として指定され、資材倉庫やスタンドパイプ
や 消火ポンプなどが配備。
•区内には10か所の「防災広場」があり、災害時の集合場所や訓練場所として活用



各町会や自治会による取り組みの共通点

①備蓄の確認と補充 ②見守り名簿の活用

③炊き出しや防災訓練
④交流機会の行事や集まり

（餅つき・祭りなど）

防災会



各町会に独自活動をピックアップしてみました

見守り活動（声かけで高齢者）とキーホルダー登録

防災フェスタの開催で啓発活動（600人集まった）

「見守り名簿」に基づき、自治会で緊急連絡先の確認

（１年に１回の更新をしている）

子供パトロールや警察との連携を日頃から行う

お茶会・映画会・コンサート・カフェ等の開催

横の町会との情報交換や高齢者会館とのコラボ企画の行事



日頃からの
挨拶や声かけの大切さ



地域で安全に生活するという事は？

・1人1人の認識が育つ機会をもうける

・高齢者や子供たちへの声かけや配慮の気持ち

・自身の準備（防災リュックや自宅の備蓄）

有事の時こそ互助・共助の力！

④まとめ

・隣・近所・地域の中での交流



ご清聴ありがとうございました


